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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第24期

第２四半期連結
累計期間

第25期
第２四半期連結
累計期間

第24期
第２四半期連結
会計期間

第25期
第２四半期連結
会計期間

第24期

会計期間

自平成21年
４月１日
至平成21年
９月30日

自平成22年
４月１日
至平成22年
９月30日

自平成21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成22年
７月１日
至平成22年
９月30日

自平成21年
４月１日
至平成22年
３月31日

売上高（千円） 16,073,24412,556,9347,765,8856,517,47831,366,294

経常利益又は経常損失(△)

（千円）
△165,266△104,959△32,633 80,553 11,406

四半期(当期)純利益又は四半期純

損失(△)（千円）
△34,570△237,308 10,130 75,378 308,290

純資産額（千円） － － 1,359,4851,804,3472,117,137

総資産額（千円） － － 13,929,10812,072,44412,552,476

１株当たり純資産額（円） － － △21.00 △8.64 △0.73

１株当たり四半期(当期)純利益金

額又は１株当たり四半期純損失金

額(△)（円）

△1.43 △8.28 0.42 2.40 12.44

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － － － 12.02

自己資本比率（％） － － △3.6 0.5 2.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△519,259△299,269 － － △435,752

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,369,464167,640 － － 1,501,638

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,262,621△107,927 － － △1,058,561

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 799,280 969,1451,214,197

従業員数（人） － － 1,367 1,126 1,184

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．第24期第２四半期連結累計期間及び第25期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

４．第24期第２四半期連結会計期間及び第25期第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び子会社14社で構成されており、主に和装品、宝飾品、洋装品、

寝装品、健康関連商品、スポーツ関連商品、化粧品の販売及び美容室の運営を行っております。

　当第２四半期連結会計期間における、各部門に係る主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、概ね次のとおり

であります。

　

<その他事業>

　平成22年8月31日付で四菱株式会社及び平成22年9月21日付で株式会社エマイユの特別清算手続きが終結いたしまし

た。

　

　

　　 

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありませんが、四菱株式会社及び株式会社エマイユ

の特別清算手続きが終結いたしました。

　

　

　 　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成22年９月30日現在

従業員数（人） 1,126(966)

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(嘱託社員、人材会社からの派遣社員、パートタイマーを含む。)は、（　）

外数で記載しております。

 

(2）提出会社の状況

 平成22年９月30日現在

従業員数（人） 431 (478)

（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用者数

は、( )外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【仕入及び販売の状況】

(1）商品仕入実績

　当第２四半期連結会計期間の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同四半期比（％）

和装事業（千円） 279,520 －

ＤＳＭ事業（千円） 225,041 －

スポーツ事業（千円） 995,792 －

卸売事業（千円） 1,589,378 －

美容事業（千円） 55,376 －

宝飾事業（千円）　 226,262 －

　報告セグメント計（千円） 3,371,372 －

その他（千円） 145,835 －

合計（千円） 3,517,208 －

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　２．上記の金額は、連結消去前の金額によっております。

(2）商品販売実績

　当第２四半期連結会計期間の商品販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同四半期比（％）

和装事業（千円） 945,065 －

ＤＳＭ事業（千円） 1,004,596 －

スポーツ事業（千円） 1,055,174 －

卸売事業（千円） 2,175,744 －

美容事業（千円） 801,255 －

宝飾事業（千円）　 317,765 －

　報告セグメント計（千円） 6,299,601 －

その他（千円） 217,876 －

合計（千円） 6,517,478 －

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【事業等のリスク】

　当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。　

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績

　当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、政策による効果、新興国の経済成長の牽引により企業業績は輸出

製造業を中心として回復はしているものの、国内市場の自律的な消費回復には至っておらず、さらに円高基調の長期

化観測や諸外国経済の減速懸念などから、景気の先行きには余談を許さない状況が続いております。

  当社グループが属する衣料品小売業界におきましても、低価格競争や消費者の買い控えは回復の兆しは見えない状

況にあり、長引く猛暑の影響により夏物の売上が伸長する一方で秋冬物が苦戦するなど、厳しい状況となっておりま

す。

　そのような状況のもと、当社グループにおきましては、当期を第二創業元年として定義し、「ソフトと価値の提供」

をテーマに、商品以外のサービス・満足の提供を目指した施策を実施しており、美容事業においてはリニューアル店

舗売上の前年比増、和装事業においては新規客獲得比率の伸び、スポーツ事業においてはWEB通販の拡大など、諸施策

の成果があらわれております。

　猛暑の影響等によりスポーツ事業やＤＳＭ事業の売上高が計画値を上回ることとなりましたが、卸事業においては、

百貨店や量販店を中心とした夏物のセール販売等により売上高は大幅な減少には至らなかったものの、比較的利幅の

大きい寝装品や婦人用品などの初秋物の販売が落ち込み、売上総利益率が低下いたしました。また、宝飾事業は消費マ

インドの低迷を要因として厳しい状況が続くこととなりました。

　引続きコスト削減に努めているものの、売上総利益の減少を補いきれず、当第２四半期連結累計期間における売上高

は125億56百万円（前年同四半期比21.9％減）、営業損失は93百万円（前年同四半期は営業損失1億39百万円）、経常

損失は1億4百万円（前年同四半期は経常損失1億65百万円）となり、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計

基準17号　平成21年３月21日）の適用に伴う過年度資産除去費用１億４百万円を特別損失に計上したことなどによ

り、第２四半期純損失は2億37百万円（前年同四半期は四半期純損失34百万円）となりました。 

　

　セグメント別の業績は、以下のとおりであります。

　なお、以下に記載する報告セグメントは当連結会計年度が適用初年度となるため、前年同四半期比は記載しておりま

せん。　

　1）「和装事業」

　和装事業につきましては、ソフト戦略として、①店頭での着方教室「前楽結び着方教室」②きものパーティなど「着

る機会の提供」③お手入れサービス「きものクリニック」の３施策を柱として、顧客の活性化・定着化に向け努めて

おります。「前楽教室」は開催店舗を全48店舗中39店舗へと拡大し、総売上高に対する新規客売上高比率のアップな

ど、新規客獲得に対しての成果が上がっております。また、4月から9月の6ヶ月間で11店舗にてきものパーティを開催

し、お客様との親交を深め、顧客の定着化に努め、売上高、利益ともに概ね計画通りの進捗となりました。

  この結果、和装事業の売上高は、16億73百万円、セグメント損失は7百万円となりました。

　

　2）「ＤＳＭ事業」

　ＤＳＭ事業につきましては、お客様訪問時の経費見直しや、催事の単独開催をやめ取引先主催の催事へ参加すること

などにより、経費の大幅削減に努めるとともに、新社長就任記念特別品などの「お客様に提案しやすい」商品を開発、

1日あたりの面談件数目標を7件以上に設定するなど、日ごろからお客様とコミュニケーションをとることで催事の集

客へ繋げていく施策を行ってまいりました。また、1909プラザ事業部（旧株式会社ヤマノ1909フプラザ）・ショッピ

ングプラザ事業部（旧株式会社ヤマノプラザ）・リッカー事業部（旧株式会社ヤマノプラザ）での合同催事開催に

より、販売手法の伝授や成功事例を共有し、「出会い、信頼、満足」をテーマとしたお客様とのコミュニケーションの

意識付けの浸透など、合併による効果も大きく現れ、売上高、利益ともに計画値を上回ることとなりました。

　この結果、ＤＳＭ事業の売上高は、20億14百万円、セグメント利益は91百万円となりました。

　

　3）「スポーツ事業」 

　スポーツ事業につきましては、「ソフトと価値の提供」として①専門店ならではの提案力の強化②体験サービスイ

ベントの開催③メンテナンスの販売④WEB通販の拡大を行っております。登山を始めとするアウトドアブームや、健康

志向の高まりを受け、アウトドア用品及びウエアやスイム・フィットネス（健康志向）及び競技スポーツ商品にカテ

ゴリを集中選択し展開いたしました。また、池袋サンシャインでのダイビングフェア参加など店外催事を実施、WEB通

販も前年比168％となり、ワールドカップ開催の後押しや、猛暑の影響もあり売上を伸ばしました。

　スポーツ事業の売上高は、19億11百万円、セグメント損失は58百万円となっておりますが、スポーツ事業においては

ウインター商品による利益が下期に偏重していることによるものであり、通期では黒字を見込んでおります。　
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　4）「卸売事業」

　卸事業につきましては、個人消費の低迷や長引く猛暑等の影響から、婦人洋品や寝装品の処分販売により販売単価が

下落し、売上高、売上総利益ともに計画値を下回ることとなりました。販売催事費や物流費を中心に経費削減に努めま

したが、売上総利益の減少を補うまでには至りませんでした。

　この結果、卸事業の売上高は41億38百万円、セグメント損失は1億13百万円となりました。

　

　5）「美容事業」

　美容事業につきましては、「ターゲットを明確にしたサロン設計による顧客増」を当期の重点施策とし、4月から6月

の間に50代以上をターゲットとした「アンチエイジングサロン（シルバーサロン）」、及び20代～40代のファミリー

をターゲットとした「ファミリーサロン」への改装を４店舗実施、改装店の売上高は前年比107.6％と改善をしてお

ります。また、6月よりWEBを活用した販促や新規客獲得キャンペーンを実施した結果、7月・8月の新規顧客数は前年比

121.6％となりました。

　この結果、美容事業の売上高は、16億15百万円、セグメント利益は1億60百万円となりました。

　

　6）「宝飾事業」

　宝飾事業につきましては、消費マインドの落ち込みを要因として依然として厳しい状況にあります。そのような状況

のもと、店外催事の開催などによる販路の拡大に努めてまいりました。しかしながらデベロッパーのポイント減額に

よる集客減少の影響などにより、売上高、利益は計画値を下回ることとなりました。　

　この結果、宝飾事業の売上高は、6億7百万円、セグメント損失は10百万円となりました。

　

　7）「その他事業」

　その他事業の事業内容は、主にかねもり事業部の代理店を通じた呉服等を中心とした催事販売、RC卸事業部の健康器

具卸、堀田（上海）貿易有限公司の意匠撚糸の販売、株式会社アールエフシー及び株式会社ヤマノ1909セイビングの

前払式特定取引業による手数料収益であります。　

　その他事業の売上高は、5億96百万円、セグメント損失は61百万円となりました。

　

　

(2）第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フロー

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純損失

が2億37百万円となり、社債の償還による支出等があったものの、敷金・保証金の回収やたな卸資産の減少等により、

第１四半期連結会計期間末に比べ98百万円増加し9億69百万円となりました。

　

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果支出した資金は、2億99百万円（前年同四半期は5億19百万円の支出）となりました。

　これは主に、税金等調整前四半期純損失2億37百万円に対し、売上債権の減少1億6百万円、利息の支払額78百万円、法

人税等の支払84百万円によるものであります。

　

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は、1億67百万円（前年同四半期は13億69百万円の収入）となりました。

  これは主に、敷金・保証金の回収による収入2億35百万円、有形固定資産の取得による支出68百万円によるものであ

ります。

　

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果支出した資金は、1億7百万円（前年同四半期は12億62百万円の支出）となりました。

  これは主に、社債の償還による支出1億円、長期借入金の返済による支出78百万円、短期借入金の増加による収入84

百万円によるものであります。
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(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　なお、前連結会計年度末において掲げた課題のうち、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じる状況につきまして

は、当第２四半期連結会計期間における営業キャッシュ・フローは依然としてマイナスではありますが、これは当社

グループの事業の特性上、売上高・利益ともに第３四半期に集中することに起因するものであり、経営環境に重大な

変化があったものではないと判断しております。

　当社といたしましては、早期の営業キャッシュフローの改善、並びに資金の確保に引続き努めるほか、期首に掲げた

営業施策である「ソフトと価値の提供」をテーマとした業容拡大に向けた諸施策を行い、収益向上に努めてまいりま

す。

 

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった、重要な設備の新設、除却

等について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあ

りません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 87,999,900

Ａ種優先株式 50

Ｂ種優先株式  50

計 88,000,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成22年９月30日）

提出日現在発行数（株）
(平成22年11月12日)

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 29,747,058 29,817,058

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

単元株式数

100株 (注１)

Ａ種優先株式 1 1 非上場
単元株式数

1株 (注２．３)

Ｂ種優先株式 1 1 非上場
単元株式数

1株 (注２．４)

計 29,747,060 29,817,060 － －　　　　

(注)１．「提出日現在発行数」欄には、平成22年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

２．Ａ種優先株式1株は、現物出資(社債100,000千円)によるものであります。また、Ｂ種優先株式１株は、現物出資(社

債211,131千円)によるものであります。

３．Ａ種優先株式の内容は次のとおりであります。

　　(1)優先配当金

　　　①優先配当金　

　　　　ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記録され

たＡ種優先株式の株主(以下「Ａ種優先株主」という。) 又はＡ種優先株式の登録株式質権者 (以下「Ａ種

優先登録株式質権者」という。) に対して、基準日の最終の株主名簿に記録された普通株式を有する株主

（以下「普通株主」という。）及び普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に

先立ち、Ａ種優先株式１株につき、下記②に定める額の配当金（以下「Ａ種優先配当金」という。）を金銭に

て支払う。但し、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日かつ、当該剰余金の配当の基準日よりも

前の日を基準日としてＡ種優先配当金の配当をしたときは、その額を控除した金額とする。

　　　②優先配当金の額

　　　　Ａ種優先株式１株あたりのＡ種優先配当金の額は、Ａ種優先株式１株あたりの払込金額に年率５％を乗じて算出

した金額（当該剰余金の配当の基準日に属する事業年度の初日（但し、当該剰余金の配当の基準日が2010年

３月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日とする。）（いずれも同日を含む。）から当該剰余金

の配当の基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、１年365日として日割計算により算出される金

額とし、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。

EDINET提出書類

株式会社ヤマノホールディングス(E03299)

四半期報告書

10/39



　　　③累積条項

　　　　ある事業年度においてＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して支払う１株あたりの剰余金の配当の

総額が、当該事業年度の末日を基準日とするＡ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年

度以降に累積する。累積した不足額（以下「Ａ種累積未払配当金」という。）については、当該翌事業年度以

降、Ａ種優先配当金並びに普通株主及び普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、Ａ種優先株主

又はＡ種優先登録株式質権者に対して配当する。

　　　④非参加条項

　　　　Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、Ａ種優先株式配当金を超えて配当は行わない。

　(2) 残余財産の分配額　　　

　　　①残余財産の分配額　

　　　　当社は、当会社の解散に際して残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して、

Ａ種優先株式１株あたり下記に定める金額（以下「Ａ種残余財産分配額」という。）を普通株主及び普通登

録株式質権者に先立ち、支払う。Ａ種残余財産分配額は、Ａ種優先株式１株あたり、(ⅰ)払込金額相当額、(ⅱ)

Ａ種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)払込金額相当額に、解散日が属する事業年度開始日(同日を含む。) から

解散日の前日 (同日を含む。) までの期間に対して年率５％の利率で計算される金額（かかる期間の実日数

を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、円位未満小数第２位まで算出し、その

小数第２位を四捨五入する。）の和とする。

　　 ②非参加条項

        Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、前号のほか、残余財産の分配は行わない。

  (3)譲渡制限

      Ａ種優先株式について譲渡制限は定めない。

  (4)議決権

      Ａ種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

  (5)金銭を対価とする取得請求権（償還請求権）

      Ａ種優先株主は、2013年９月30日以降いつでも、Ａ種優先株式全部を下記の定める金額（以下「Ａ種優先株式

償還請求価額」という。）の金銭を対価として取得することを当会社に請求すること（以下「Ａ種優先株式償

還請求」という。）ができる。なお、Ａ種優先株式償還請求がなされた日における分配可能額を超えて、Ａ種優

先株主からＡ種優先株式の取得の請求が行われた場合、取得するＡ種優先株式は、抽選、按分比例その他の方法

により決定する。「Ａ種優先株式償還請求価額」は、Ａ種優先株式１株あたり、(ⅰ)払込金額相当額及び(ⅱ) 

払込金額相当額に払込期日（同日を含む。）から取得日の前日（同日を含む。）までの期間に対し年率５％の

利率で計算される金額（払込期日（同日を含む。）から2010年３月末日までの期間及び取得日の直前に開催さ

れた定時株主総会が属する事業年度の初日（同日を含む。）から取得日の前日（同日を含む。）までの期間に

ついては、払込金額相当額に0.05を乗じ、さらにかかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じる

ことにより算出した額とし、上記以外の期間については、１事業年度毎に払込金額相当額に0.05を乗じること

により算出する。なお、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）の和とする。

  (6)金銭を対価とする取得条項（強制償還）

      当社は、Ａ種優先株式の全部又は一部を、払込期日から１年後の応当日以降いつでも、当会社の取締役会決議に

基づき、Ａ種優先株式１株につき、下記の定める金額（以下「Ａ種優先株式強制償還請求価額」という。）の金

銭を支払うことと引換えに、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、取得することが

できる。一部を取得するときは、取得すべきＡ種優先株式は、抽選、按分比例その他の方法により決定する。「Ａ

種優先株式強制償還請求価額」は、Ａ種優先株式１株あたり、(ⅰ)払込金額相当額及び(ⅱ) 払込金額相当額に

払込期日（同日を含む。）から取得日の前日（同日を含む。）までの期間に対し年率５％の利率で計算される

金額（払込期日（同日を含む。）から2010年３月末日までの期間及び取得日の直前に開催された定時株主総会

が属する事業年度の初日（同日を含む。）から取得日の前日（同日を含む。）までの期間については、払込金額

相当額に0.05を乗じ、さらにかかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出し

た額とし、上記以外の期間については、１事業年度毎に払込金額相当額に0.05を乗じることにより算出する。な

お、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）の和とする。

  (7)普通株式を対価とする取得請求権

      当社が発行するＡ種優先株式の全部又は一部は、当社に対して普通株式を対価とする取得の請求はできないも

のとする。
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  (8)株式の分割又は併合、募集株式の割当てを受ける権利等

      当社は、法令に定める場合を除き、Ａ種優先株式についての株式の分割又は併合は行わない。当社は、Ａ種優先

株主に対して、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当て又は新株予

約権無償割当ては行わない。

　(9)会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

　　　会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

 (10)議決権を有しないこととしている理由

　　　資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

４．Ｂ種優先株式の内容は次のとおりであります。

　　(1)優先配当金

　　　①優先配当金　

　　　　ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記録され

たＢ種優先株式の株主(以下「Ｂ種優先株主」という。) 又はＢ種優先株式の登録株式質権者 (以下「Ｂ種

優先登録株式質権者」という。) に対して、基準日の最終の株主名簿に記録された普通株式を有する株主

（以下「普通株主」という。）及び普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に

先立ち、Ｂ種優先株式１株につき、下記②に定める額の配当金（以下「Ｂ種優先配当金」という。）を金銭に

て支払う。但し、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日でかつ、当該剰余金の配当の基準日より

も前の日を基準日としてＢ種優先配当金の配当をしたときは、その額を控除した金額とする。

　　　②優先配当金の額

　　　　Ｂ種優先株式１株当たりのＢ種優先配当金の額は、Ｂ種優先株式１株あたりの払込金額に年率５％を乗じて算出

した金額（当該剰余金の配当の基準日に属する事業年度の初日（但し、当該剰余金の配当の基準日が2010年

３月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日とする。）（いずれも同日を含む。）から当該剰余金

の配当の基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、１年365日として日割計算により算出される金

額とし、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。

　　　③累積条項

　　　　ある事業年度においてＢ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対して支払う１株あたりの剰余金の配当の

総額が、当該事業年度の末日を基準日とするＢ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年

度以降に累積する。累積した不足額（以下「Ｂ種累積未払配当金」という。）については、当該翌事業年度以

降、Ｂ種優先配当金並びに普通株主及び普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、Ｂ種優先株主

又はＢ種優先登録株式質権者に対して配当する。

　　　④非参加条項

　　　　Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録質権者に対しては、Ｂ種優先株式配当金を超えて配当は行わない。

　　(2) 残余財産の分配額　　　 

　　　①残余財産の分配額

　　　　当社は、当会社の解散に際して残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対して、

Ｂ種優先株式１株あたり下記に定める金額（以下「Ｂ種残余財産分配額」という。）を普通株主及び普通登

録株式質権者に先立ち、支払う。Ｂ種残余財産分配額は、Ｂ種優先株式１株あたり、(ⅰ)払込金額相当額、(ⅱ)

Ｂ種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)払込金額相当額に、解散日が属する事業年度開始日(同日を含む。) から

解散日の前日 (同日を含む。) までの期間に対して年率５％の利率で計算される金額（かかる期間の実日数

を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、円位未満小数第２位まで算出し、その

小数第２位を四捨五入する。）の和とする。

　　　②非参加条項

　　　　Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対しては、前号のほか、残余財産の分配は行わない。

　(3)譲渡制限 

　　　Ｂ種優先株式について譲渡制限は定めない。

  (4)議決権

　　　Ｂ種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
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  (5)金銭を対価とする取得請求権（償還請求権）

　　　Ｂ種優先株主は、2014年９月30日以降いつでも、Ｂ種優先株式全部を下記の定める金額（以下「Ｂ種優先株式償還

請求価額」という。）の金銭を対価として取得することを当会社に請求すること（以下「Ｂ種優先株式償還請

求」という。）ができる。なお、Ｂ種優先株式償還請求がなされた日における分配可能額を超えて、Ｂ種優先株

主からＢ種優先株式の取得の請求が行われた場合、取得するＢ種優先株式は、抽選、按分比例その他の方法によ

り決定する。「Ｂ種優先株式償還請求価額」は、Ｂ種優先株式１株あたり、(ⅰ)払込金額相当額及び(ⅱ) 払込

金額相当額に払込期日（同日を含む。）から取得日の前日（同日を含む。）までの期間に対し年率５％の利率

で計算される金額（払込期日（同日を含む。）から2010年３月末日までの期間及び取得日の直前に開催された

定時株主総会が属する事業年度の初日（同日を含む。）から取得日の前日（同日を含む。）までの期間につい

ては、払込金額相当額に0.05を乗じ、さらにかかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じること

により算出した額とし、上記以外の期間については、１事業年度毎に払込金額相当額に0.05を乗じることによ

り算出する。なお、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）の和とする。

 (6)金銭を対価とする取得条項（強制償還）

      当社は、Ｂ種優先株式の全部又は一部を、払込期日から１年後の応当日以降いつでも、当会社の取締役会決議に

基づき、Ｂ種優先株式１株につき、下記の定める金額（以下「Ｂ種優先株式強制償還請求価額」という。）の金

銭を支払うことと引換えに、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、取得することが

できる。一部を取得するときは、取得すべきＢ種優先株式は、抽選、按分比例その他の方法により決定する。「Ｂ

種優先株式強制償還請求価額」は、Ｂ種優先株式１株あたり、(ⅰ)払込金額相当額及び(ⅱ) 払込金額相当額に

払込期日（同日を含む。）から取得日の前日（同日を含む。）までの期間に対し年率５％の利率で計算される

金額（払込期日（同日を含む。）から2010年３月末日までの期間及び取得日の直前に開催された定時株主総会

が属する事業年度の初日（同日を含む。）から取得日の前日（同日を含む。）までの期間については、払込金額

相当額に0.05を乗じ、さらにかかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出し

た額とし、上記以外の期間については、１事業年度毎に払込金額相当額に0.05を乗じることにより算出する。な

お、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）の和とする。

 (7)普通株式を対価とする取得請求権 

      当社が発行するＢ種優先株式の全部又は一部は、当社に対して普通株式を対価とする取得の請求はできないも

のとする。

 (8)株式の分割又は併合、募集株式の割当てを受ける権利等

      当社は、法令に定める場合を除き、Ｂ種優先株式についての株式の分割又は併合は行わない。当社は、Ｂ種優先

株主に対して、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当て又は新株予

約権無償割当ては行わない。

 (9)会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

　　　会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

(10)議決権を有しないこととしている理由

　　　資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。　

（２）【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権に関する事項は、次のとおりであります。　　　　

　平成21年９月25日取締役会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 963　　(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式     

新株予約権の目的となる株式の数（株） 9,630,000　　      

新株予約権の行使時の払込金額（円） 33　　(注)２

新株予約権の行使期間
自　平成21年10月15日

至　平成23年10月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　   33 

資本組入額　 16.5 (注)３

新株予約権の行使の条件

本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当

該時点における授権株式数を超過することとなるときは、

当該本新株予約権の行使を行うことはできない。また、各

本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要

するものとする。

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)４
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(注)１　新株予約権１個につき目的となる株式の数は、10,000個であります。

(注)２　行使価額は次に定めるところに従い調整されるものとする。

(1) 当社は、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性

がある場合には、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。

　 　 　 　
既発行

株式数 ＋

新発行・処

分株式数
×
１株あたり

払込金額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

１株あたりの時価

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めると

ころによる。

　① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する

当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交

付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併によ

り当社普通株式を交付する場合を除く。）

　　     調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合

はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与える

ための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

　② 株式の分割により普通株式を発行する場合

       調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

　③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株

式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約

権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合、調整後行使価額は、取得請求権

付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価

額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は割当日)以降又は（無償割当ての

場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある

場合には、その日の翌日以降これを適用する。

　④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の

取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合　

     調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまる場合は、

行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場

合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用す

る。

(4) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てるものとす

る。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる

30取引日（終値のない日を除く。）の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値

の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切

り捨てるものとする。

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場

合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日にお

ける当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とす

る。

(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の

調整を行う。

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とすると

き。

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必

要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあた

り使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、

かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事

項を書面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
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(注)３　本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし（計算の結果1円未満の端数を生じる

場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増

加する資本準備金の額とする。

(注)４　当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新

設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転

（以下「組織再編成行為」と総称する。）を行う場合は、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残

存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設

立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以下「再編当事会社」と総称する。）は以下の条

件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。

(1) 新たに交付される新株予約権の数

　新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調

整後の1個未満の端数は切り捨てる。

(2) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類

　再編当事会社の同種の株式

(3) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法

　組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。

(4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。

(5) 新たに交付される新株予約権に係る行使可能期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ

る増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得、組織再編成行為の場合の新

株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件新株予約権の内容に準じて、組織再編成行為に際して決定

する。

(6) 新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限

　新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成22年７月１日～

平成22年９月30日
－ 29,747,060 － 1,524,174 － 637,838

 　(注)平成22年10月１日付で新株予約権が行使されたことにより、発行済株式総数が70,000株増加し、資本金及び資本準

備金がそれぞれ1,160千円増加しております。

　

　

（６）【大株主の状況】

 平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社ヤマノネットワーク 東京都渋谷区代々木１－30－７ 8,109 27.26

山野彰英 東京都渋谷区 2,486 8.35

須賀　孝 千葉県千葉市花見川区 930 3.12

YHC取引先持株会 東京都渋谷区代々木１－30－７ 836 2.81

マイルストーン・キャピタル・

マネジメント株式会社

東京都港区赤坂1-12-32アークヒルズ

・アーク森ビル12階
684 2.30

YHC従業員持株会 東京都渋谷区代々木１－30－７ 566 1.90

中田郁司 和歌山県日高郡みなべ町 500 1.68

山野サミット 東京都渋谷区代々木１－13－8 440 1.47

山野義友 東京都渋谷区 432 1.45
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氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社オリエントコーポレー

ション
東京都千代田区麹町5－2－1 416 1.39

計 　　　　　　　　　－ 15,402 51.78

(注) Ａ種優先株式及びＢ種優先株式については、それぞれ１株であり、議決権を有さず、株主はRegis International

Holdings S.àr.l.の１社であるため、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、所有株式数の多い順上位10

名と同じであります。　
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式

Ａ種優先株式　　　    1

Ｂ種優先株式          1

　

―

―

　

「１．株式等の状況　(1）株

式の総数等　②　発行済株式」

に記載のとおりであります。 

（注）１

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ─

議決権制限株式（その他） ― ― ─

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 　  　 15,900 ― ─

完全議決権株式（その他） 普通株    　29,730,100 297,301 ─

単元未満株式 普通株式         1,058  　 ― ─

発行済株式総数 29,747,060 ― ─

総株主の議決権 ― 297,301 ─

（注）１．Ａ種優先株式及びＢ種優先株式は、普通株式の転換請求権がないため議決権はありません。　　　　

　　　２.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,800株（議決権の数48個）含まれており

ます。

　

②【自己株式等】

 平成22年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社ヤマノホール

ディングス

東京都渋谷区代々木1

－30－7
15,900 － 15,900 0.05

計 － 15,900 － 15,900 0.05

　

　

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 35 35 37 33 29 32

最低（円） 32 26 29 27 26 26

（注）　最高・最低株価は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場におけるものであります。

　

　　　　　

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平

成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について監査法人元和

による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,507,352 1,772,970

受取手形及び売掛金 2,771,906 2,880,973

商品及び製品 3,106,481 3,127,144

仕掛品 32,048 19,080

原材料及び貯蔵品 86,613 90,818

その他 504,945 471,679

貸倒引当金 △80,794 △86,536

流動資産合計 7,928,552 8,276,129

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,997,032 1,853,098

減価償却累計額 △1,228,489 △1,178,163

建物及び構築物（純額） 768,542 674,934

機械装置及び運搬具 43,083 43,894

減価償却累計額 △39,954 △40,247

機械装置及び運搬具（純額） 3,129 3,646

工具、器具及び備品 678,287 702,788

減価償却累計額 △612,549 △629,084

工具、器具及び備品（純額） 65,738 73,704

土地 1,099,843 1,099,843

リース資産 6,791 1,266

減価償却累計額 △732 △422

リース資産（純額） 6,058 844

有形固定資産合計 1,943,312 1,852,973

無形固定資産

その他 103,208 103,140

無形固定資産合計 103,208 103,140

投資その他の資産

投資有価証券 149,890 162,627

長期貸付金 83,129 99,011

敷金及び保証金 1,812,629 2,026,271

その他 853,277 865,734

貸倒引当金 △801,556 △833,411

投資その他の資産合計 2,097,370 2,320,233

固定資産合計 4,143,892 4,276,347

資産合計 12,072,444 12,552,476
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,421,262 3,407,286

短期借入金 2,288,766 2,144,092

1年内返済予定の長期借入金 209,464 209,464

1年内償還予定の社債 173,750 207,500

未払金 1,180,245 1,116,822

前受金 1,096,791 1,132,556

未払法人税等 63,141 110,652

賞与引当金 20,700 27,250

返品調整引当金 19,348 23,068

ポイント引当金 81,778 92,347

株主優待引当金 5,166 5,166

その他 729,685 760,840

流動負債合計 9,290,100 9,237,047

固定負債

社債 178,750 298,750

長期借入金 161,928 240,492

長期未払金 260,776 339,240

繰延税金負債 － 3,218

退職給付引当金 104,731 119,188

資産除去債務 178,850 －

負ののれん 33,683 50,541

長期リース資産減損勘定 19,233 114,359

その他 40,044 32,500

固定負債合計 977,996 1,198,291

負債合計 10,268,096 10,435,339

純資産の部

株主資本

資本金 1,524,174 1,510,912

資本剰余金 1,948,625 1,935,363

利益剰余金 △3,261,203 △3,023,894

自己株式 △3,019 △3,019

株主資本合計 208,578 419,361

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △56,199 △49,298

為替換算調整勘定 △90,294 △79,906

評価・換算差額等合計 △146,494 △129,204

新株予約権 1,508 1,633

少数株主持分 1,740,755 1,825,347

純資産合計 1,804,347 2,117,137

負債純資産合計 12,072,444 12,552,476
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 16,073,244 12,556,934

売上原価 9,020,006 7,374,880

売上総利益 7,053,237 5,182,054

販売費及び一般管理費 ※
 7,192,659

※
 5,276,034

営業損失（△） △139,421 △93,980

営業外収益

受取利息 9,426 5,017

協賛金収入 45,459 8,779

負ののれん償却額 19,146 16,928

その他 68,270 62,569

営業外収益合計 142,303 93,295

営業外費用

支払利息 79,078 77,139

手形売却損 6,523 414

その他 82,546 26,719

営業外費用合計 168,148 104,274

経常損失（△） △165,266 △104,959

特別利益

固定資産売却益 952 123

投資有価証券売却益 717 －

貸倒引当金戻入額 14,031 5,468

関係会社株式売却益 404,059 －

債務免除益 － 17,388

その他 75,621 17,141

特別利益合計 495,382 40,122

特別損失

固定資産売却損 1,520 －

固定資産除却損 13,291 4,963

投資有価証券評価損 4,232 －

投資有価証券売却損 15 －

減損損失 44,145 2,533

店舗閉鎖損失 58,090 26,722

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 104,973

その他 19,019 33,413

特別損失合計 140,315 172,606

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

189,799 △237,442

法人税、住民税及び事業税 247,437 39,800

法人税等合計 247,437 39,800

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △277,242

少数株主損失（△） △23,066 △39,934

四半期純損失（△） △34,570 △237,308
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 7,765,885 6,517,478

売上原価 4,374,878 3,852,436

売上総利益 3,391,006 2,665,041

販売費及び一般管理費 ※
 3,413,325

※
 2,591,347

営業利益又は営業損失（△） △22,318 73,693

営業外収益

受取利息 5,768 2,854

協賛金収入 16,994 6,118

負ののれん償却額 10,190 8,487

その他 44,520 35,829

営業外収益合計 77,474 53,290

営業外費用

支払利息 38,310 38,953

手形売却損 3,092 130

その他 46,386 7,347

営業外費用合計 87,789 46,431

経常利益又は経常損失（△） △32,633 80,553

特別利益

固定資産売却益 952 －

投資有価証券売却益 10 －

貸倒引当金戻入額 7,198 1,362

関係会社株式売却益 200,000 －

債務免除益 － 13,388

その他 41,267 9,855

特別利益合計 249,429 24,606

特別損失

固定資産売却損 1,497 －

固定資産除却損 12,553 2,329

投資有価証券評価損 4,156 －

投資有価証券売却損 15 －

減損損失 43,978 2,533

店舗閉鎖損失 50,361 12,934

その他 8,014 8,707

特別損失合計 120,577 26,505

税金等調整前四半期純利益 96,218 78,653

法人税、住民税及び事業税 95,428 20,030

法人税等合計 95,428 20,030

少数株主損益調整前四半期純利益 － 58,623

少数株主損失（△） △9,340 △16,755

四半期純利益 10,130 75,378
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

189,799 △237,442

減価償却費 85,638 70,380

減損損失 44,145 2,533

のれん償却額 197,731 －

負ののれん償却額 △19,146 △16,928

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,224 △14,438

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △15,436 －

返品調整引当金の増減額（△は減少） △3,333 △3,720

賞与引当金の増減額（△は減少） △69,569 △6,550

ポイント引当金の増減額（△は減少） 10,478 10,568

貸倒引当金の増減額（△は減少） △40,090 △37,596

受取利息及び受取配当金 △9,426 △5,017

支払利息 79,078 77,139

手形売却損 6,523 414

有形固定資産除却損 13,291 4,963

有形固定資産売却損益（△は益） 568 △123

投資有価証券売却損益（△は益） △702 －

投資有価証券評価損益（△は益） 4,232 －

関係会社株式売却損益（△は益） △404,059 －

債務免除益 － △17,388

売上債権の増減額（△は増加） 566,084 106,276

たな卸資産の増減額（△は増加） 151,546 8,664

仕入債務の増減額（△は減少） △603,095 18,973

前受金の増減額（△は減少） △532,241 △35,744

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 104,973

その他 23,448 △170,127

小計 △322,310 △140,189

利息及び配当金の受取額 9,013 3,828

利息の支払額 △53,875 △78,317

手形の売却に伴う支払額 △6,523 △414

法人税等の支払額 △145,563 △84,176

営業活動によるキャッシュ・フロー △519,259 △299,269

EDINET提出書類

株式会社ヤマノホールディングス(E03299)

四半期報告書

23/39



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △27,701 △68,386

有形固定資産の売却による収入 2,358 123

無形固定資産の取得による支出 △11,364 △17,290

投資有価証券の取得による支出 △3,046 △912

投資有価証券の売却による収入 5,042 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△35,810 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

190,952 －

子会社株式の売却による収入 200,000 －

貸付けによる支出 △2,530 △1,200

貸付金の回収による収入 28,832 17,022

敷金及び保証金の差入による支出 △21,087 △23,530

差入保証金の回収による収入 381,763 235,591

事業譲渡による収入 110,000 －

定期預金の増減額（△は増加） 552,055 －

担保預金の増減額（△は増加） － 20,566

その他 － 5,656

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,369,464 167,640

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） △783,073 84,926

長期借入金の返済による支出 △334,371 △78,564

社債の償還による支出 △83,750 △100,000

株式の発行による収入 － 26,400

自己株式の取得による支出 △1 －

少数株主への配当金の支払額 △61,286 △40,586

子会社の自己株式の取得による支出 △156 △103

その他 16 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,262,621 △107,927

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,767 △5,495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △397,649 △245,051

現金及び現金同等物の期首残高 1,196,929 1,214,197

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 799,280

※
 969,145
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【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

当社グループは、前連結会計年度において、営業利益59,005千円、経常利益11,406千円、当期純利益は308,290千円を計

上いたしましたが、営業キャッシュ・フローは435,752千円のマイナスとなり、３期連続してマイナスとなっております。

また、当第２四半期連結累計期間においては、営業損失93,980千円、経常損失104,959千円、四半期純損失237,308千円、

営業キャッシュ・フローは299,269千円のマイナスとなり、本格的な業績の回復を確認できるまでには至っているとは言

い難く、依然として営業キャッシュ・フローのマイナスが続いていることから、継続企業の前提に関する重要な疑義を生

じさせるような状況が存在しております。

当社グループといたしましては、当第２四半期連結累計期間の業績は、営業損益、経常損益及び四半期純損益がすべて

マイナスですが、スポーツ事業及び和装事業における売上高及び利益は、秋冬に偏重する傾向にあることに起因するもの

であり、通期においては営業黒字を見込んでおり、重要な環境変化は生じているものではないと判断しております。

当社は平成21年10月付で連結子会社８社を吸収合併しておりますが、合併による管理部門の統合効果等は、当連結会計

年度においては本格的に寄与するとともに、債務超過解消による取引の正常化や、在庫の圧縮による営業キャッシュ・フ

ローの改善が見込まれ、また、新株予約権の行使による資金調達の促進を図っており、当面の資金繰りに問題はないもの

と考えております。

また、黒字事業の強化を図るべく、美容事業の新規出店による拡大、ファミリー向けの新業態店舗の出店を実施してお

ります。

以上により、当社グループの事業継続に懸念はないものと判断しております。

これらの対応策に対し、営業施策面におきましては今後の消費動向の影響を受けるため、また、財務面におきましては

関係者との協議を行いながらすすめている途上であるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め

られます。　

　当四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を当四

半期連結財務諸表には反映しておりません。 
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項の変更 (1) 連結の範囲の変更　

　四菱株式会社及び株式会社エマイユは、当第２四半期連結会計期間にお

いて、特別清算が終結いたしました。

　 (2) 変更後の連結子会社の数

　14社

２．会計処理基準に関する事項の変更 資産除去債務に関する会計基準の適用

　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企

業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を

適用しております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失は、それ

ぞれ3,905千円増加し、税金等調整前四半期純損失は、108,879千円増加し

ております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額

は181,469千円であります。

　

　

　　

【表示方法の変更】
 

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第２四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

　

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第２四

半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

　

　

【簡便な会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 　当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定した

ものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率

を使用して貸倒見積高を算定しております。

２．固定資産の減価償却の算定方法 　定率法を採用している固定資産の減価償却費の算定方法は、連結会計年度に

係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。

３．繰延税金資産及び繰延税金負債の算

定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降経営環

境等及び一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連

結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利

用する方法によっております。
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９月30日）

　該当事項はありません。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１．受取手形割引高 86,471千円

受取手形裏書高 34,870千円

　

１．受取手形割引高 50,071千円

受取手形裏書高 25,020千円

２．偶発債務

　債務保証

　堀田丸正株式会社は、次の協同組合について、金融機

関からの借入に対し債務保証を行っております。

保証先 金額(千円) 　　　内容

協同組合東京

ベ・マルシェ
110,400　　借入債務

　合　計 　110,400 ―

　　　

２．偶発債務

　債務保証

　堀田丸正株式会社は、次の協同組合について、金融機

関からの借入に対し債務保証を行っております。

保証先 金額(千円) 　　　内容

協同組合東京

ベ・マルシェ
136,800　　借入債務

　合　計 　136,800 ―

　　

３．財務制限条項等

下記条項に抵触した場合は当該契約上の債務につい

て、金利引上げ、期限の利益の喪失等の可能性があり

ます。

３．財務制限条項等

下記条項に抵触した場合は当該契約上の債務につい

て、金利引上げ、期限の利益の喪失等の可能性があり

ます。

(1)平成17年6月28日締結の長期借入金172,000千円

（うち、１年内返済予定額172,000千円）について

下記の条項が付されております。

　なお、平成22年９月30日現在、短期借入金に切替えて

おります。

基本契約締結日以降に到来する当社の毎会計年度

末において、決算報告書等に記載する連結での貸借

対照表、損益計算書につき、以下に定める事由のい

ずれかが生じた場合には、基本契約の見直しを目的

とした協議をする。

①営業利益並びに経常利益が赤字になったとき。

(1)平成17年6月28日締結の長期借入金172,000千円

（うち、１年内返済予定額172,000千円）について

下記の条項が付されております。

　なお、平成22年３月31日現在、短期借入金に切替えて

おります。

基本契約締結日以降に到来する当社の毎会計年度

末において、決算報告書等に記載する連結での貸借

対照表、損益計算書につき、以下に定める事由のい

ずれかが生じた場合には、基本契約の見直しを目的

とした協議をする。

①営業利益並びに経常利益が赤字になったとき。

②自己資本比率が0％未満（債務超過状態）となっ

たとき。 

その他、出資維持等に一定の制限が設けられてお

ります。

②自己資本比率が0％未満（債務超過状態）となっ

たとき。 

その他、出資維持等に一定の制限が設けられてお

ります。

(2)平成20年９月26日締結の社債200,000千円（うち、

１年内償還予定社債100,000千円)については、出資

維持等に一定の制限が設けられております。　

(2)平成20年９月26日締結の社債300,000千円（うち、

１年内償還予定社債100,000千円)については、出資

維持等に一定の制限が設けられております。

(3)平成18年５月11日及び平成18年５月30日締結の長

期借入金156,492千円（うち、1年以内返済予定長期

借入金52,164千円）については、営業用財産の譲渡

等について一定の制限が設けられております。

 

(3)平成18年５月11日及び平成18年５月30日締結の長

期借入金208,656千円（うち、1年以内返済予定長期

借入金52,164千円）については、営業用財産の譲渡

等について一定の制限が設けられております。

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

　※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

　※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。
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前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

給与手当 2,489,880千円

賞与引当金繰入額 6,000 

退職給付費用 8,825 

のれん償却額 197,731 

貸倒引当金繰入額 3,768 

給与手当 1,897,434千円

賞与引当金繰入額 20,700 

退職給付費用 6,830 

貸倒引当金繰入額 15,783 

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

　※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

　※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給与手当 1,193,694千円

退職給付費用 6,243 

のれん償却額 85,885 

貸倒引当金繰入額 787 

給与手当 935,354千円

賞与引当金繰入額　 10,607　

退職給付費用 3,416 

貸倒引当金繰入額 6,807 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

　※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

　※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

　（平成21年９月30日現在） 　（平成22年９月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,288,030

預入期間が３か月を超える定期預金 △488,750

現金及び現金同等物 799,280

 

 （千円）

現金及び預金勘定 1,507,352

預入期間が３か月を超える定期預金 △488,750

担保提供の預金 △49,456

現金及び現金同等物 969,145

 

　

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　

平成22年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  29,747千株

Ａ種優先株式　 0千株　

Ｂ種優先株式　 0千株　

 

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式  15千株

 

３．新株予約権等に関する事項

　平成21年新株予約権

　　新株予約権の目的となる株式の種類　　　　　　　　 　普通株式

　　新株予約権の目的となる株式の数　　　　　　　　　　9,630千株　

　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　親会社　　1,508千円 　

 

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）

 
和装事業
（千円）

宝飾事業
（千円）

洋装事業
（千円）

寝装事業
（千円）

健康関連事業
（千円）

　
　

売上高      　
(1）外部顧客に対する売上高 1,973,7161,060,4831,544,058586,6191,353,016 　
(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － － 　

計 1,973,7161,060,4831,544,058586,6191,353,016 　

営業利益又は営業損失（△） 95,834 △6,520 △19,432 4,324 △74,875 　

 
美容事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円） 　

売上高      　
(1）外部顧客に対する売上高 873,980 374,0107,765,885 － 7,765,885 　
(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 10,566 10,566 (10,566) － 　

計 873,980 384,5767,776,451(10,566)7,765,885 　

営業利益又は営業損失（△） 31,281 △35,916 △5,304 (17,014)△22,318 　

　

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年９月30日）

 
和装事業
（千円）

宝飾事業
（千円）

洋装事業
（千円）

寝装事業
（千円）

健康関連事業
（千円）

　
　

売上高      　
(1）外部顧客に対する売上高 4,160,8442,114,5303,456,9271,131,1552,646,336 　
(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
831 － － － 1,982 　

計 4,161,6752,114,5303,456,9271,131,1552,648,318 　

営業利益又は営業損失（△） 110,560 △22,777 △20,408 △11,000 △137,256 　

 
美容事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円） 　

売上高      　
(1）外部顧客に対する売上高 1,793,826769,62316,073,244 － 16,073,244 　
(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 21,847 24,661 (24,661) － 　

計 1,793,826791,47016,097,905(24,661)16,073,244 　

営業利益又は営業損失（△） 50,012 △78,148 △109,019 (30,401)△139,421 　
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（注）１．事業区分の方法

事業区分は、商品の種類で区分しております。

なお、前連結会計年度において、ブランド事業を行っていた子会社をグループ外へ株式譲渡したため、当連結会計年度はブランド事

業を行っておりません。　

２．各区分に属する主要な商品

事業区分 主要な商品

和装事業  振袖、留め袖、訪問着、七五三祝着、和装小物、着付け教室等

宝飾事業  ダイヤモンドリング、ファッションリング、ネックレス、時計、ハンドバック等

洋装事業  スーツ、毛皮コート、ベビー・子供用品、ブラウス等

寝装事業  羽毛・羊毛ふとん、婚礼ふとん、タオルケット等

健康関連事業  スポーツ用品、スポーツ関連商品、健康関連商品等

ブランド事業  商標権使用許諾及び商工業製品のデザイン立案制作

美容事業  化粧品、浴用剤、美容室等

その他事業  信販、投資事業組合、その他商品等

３．会計処理方法の変更

 前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年９月30日）

　 該当事項なし

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。　

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年９月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。

　

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年９月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要　

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、本社に商品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う商品・サービスについて国内

の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社は、事業本部を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、「和装事

業」、「ＤＳＭ事業」、「スポーツ事業」、「卸売事業」、「美容事業」及び「宝飾事業」の６つを報告セグ

メントとしております。

「和装事業」は、呉服、和装小物等の販売を行っております。「ＤＳＭ事業」は健康関連や生活関連商品

の、訪問販売及び催事販売を行っております。「スポーツ事業」は、スポーツ関連商品の販売を行っておりま

す。「卸売事業」は、呉服、アパレル、寝装等の卸売業であります。「美容事業」は、美容室の運営を行ってお

ります。「宝飾事業」は、宝石、時計、アクセサリー等の販売を行っております。

　

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９月30日）　

（単位：千円）

 
報告セグメント

和装 ＤＳＭ スポーツ 卸売 美容

売上高      

外部顧客への売上高 1,673,969　 2,014,154　 1,911,402　 4,138,060　　 1,615,316　
セグメント間の内部売上高又は振

替高
－　 －　 －　 107,008　　 －　

計 1,673,969　 2,014,154　 1,911,402　 4,245,069　　 1,615,316　　

セグメント利益又は損失(△) △7,129　 91,395　 △58,582　 △113,551　　 160,007　　

　

 
報告セグメント

その他

（注1）

　

合計

調整額

(注2)　

四半期連結

損益計算書

計上額

(注3)
宝飾 計

売上高       

外部顧客への売上高 607,547　
11,960,451

　
596,482　

12,556,934

　
－　 12,556,934　

セグメント間の内部売上高又は

振替高
－　　　　　　 107,008　 13,226　 120,234　

△120,234

　
－

計 607,547　 12,067,460609,70812,677,168△120,23412,556,934

セグメント利益又は損失(△) △10,189　 61,949　
△61,588

　
360　

△94,341　

　
△93,980　　

　(注)1．その他には、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、金融事業及びその他事業等を含んでお

ります。

　　　　2．セグメント利益の調整額△94,341千円には、セグメント間取引消去10,642千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△111,939千円及び棚卸資産の調整額6,955千円が含まれております。全社費用は、主に

報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　　　　3．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日　至平成22年９月30日）　

（単位：千円）

 
報告セグメント

和装 ＤＳＭ スポーツ 卸売 美容

売上高      

外部顧客への売上高 945,065　 1,004,596　 1,055,174　 2,175,744　　 801,255　
セグメント間の内部売上高又は振

替高
－　 －　 －　 55,612　　 －　

計 945,065　 1,004,596　 1,055,174　 2,231,356　　 801,255　　

セグメント利益又は損失(△) 60,970　 48,254　 △25,026　 △41,547　　 76,387　　

　

 
報告セグメント

その他

（注1）

　

合計

調整額

(注2)　

四半期連結

損益計算書

計上額

(注3)
宝飾 計

売上高       

外部顧客への売上高 317,765　
6,299,601

　
217,876　

6,517,478

　
－　 6,517,478　

セグメント間の内部売上高又は

振替高
－　　　　　　 55,612　 5,658　 61,271　 △61,271　 －

計 317,765　 6,355,214223,5346,578,749△61,2716,517,478

セグメント利益又は損失(△) 2,796　 121,833　
△45,832

　
76,001　 △2,307　　 73,693　　

　(注)1．その他には、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、金融事業及びその他事業等を含んでお

ります。

　　　　2．セグメント利益の調整額△2,307千円には、セグメント間取引消去4,947千円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△9,502千円及び棚卸資産の調整額2,246千円が含まれております。全社費用は、主に報告

セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　　　　3．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

　　

（減損損失）

固定資産の減損損失に関する報告セグメント別情報

 （単位：千円）

　 和装　 ＤＳＭ　 スポーツ　 卸 美容 宝飾　 その他 全社・消去 合計

減損損失 1,146 　－ 　－ 　－ 　－ 1,201 　185 　－ 2,533

 (注)　その他の金額はすべてその他事業に係る金額であります。　

　

　

（追加情報）

　　　　　第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日）を適用しております。
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（金融商品関係）

　当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

  金融商品の四半期連結財務諸表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がないた

め、記載しておりません。　

（有価証券関係）

　当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

　有価証券の四半期連結財務諸表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がないため、

記載しておりません。

　

（デリバティブ取引関係）

　当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

　デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がないた

め、記載しておりません。

　

（ストック・オプション等関係）

　　　　当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日　至平成22年９月30日）

　該当事項はありません。

　

（企業結合等関係）

　　　　当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日　至平成22年９月30日）

　該当事項はありません。

　

（資産除去債務関係）

　当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

　重要性が乏しいため記載を省略しております。 　

　

（賃貸等不動産関係）

　当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

　賃貸等不動産の四半期連結財務諸表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がない

ため、記載しておりません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 △8.64円 １株当たり純資産額 △0.73円

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額(△) △1.43円 １株当たり四半期純損失金額(△) △8.28円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

四半期純損失(△)（千円） △34,570 △237,308

普通株主に帰属しない金額（千円） － 7,799

　（うち優先配当額）（千円） － 7,799

普通株式に係る四半期純損失(△)（千円） △34,570 △245,108

期中平均株式数（千株） 24,191 29,602

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

― ―

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 0.42円 １株当たり四半期純利益金額 2.40円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

四半期純利益（千円） 10,130 75,378

普通株主に帰属しない金額（千円） － 3,921

　（うち優先配当額）（千円） － 3,921

普通株式に係る四半期純利益（千円） 10,130 71,456

期中平均株式数（千株） 24,191 29,731

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

― ―
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（重要な後発事象）

      該当事項はありません。 

 

（リース取引関係）

　当第２四半期連結会計期間におけるリース取引残高は、前連結会計年度末に比べ著しい変動が認められないため、

記載しておりません。

　

　

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年11月12日

株式会社ヤマノホールディングス

取締役会　御中

監査法人元和

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 星山　和彦　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 臼井　　聡　　印

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ヤマノ

ホールディングスの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年７

月１日から平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る

四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書

について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

  当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ヤマノホールディングス及び連結子会社の平成21年９月30日現

在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期

連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら

れなかった。

　(追記情報)

１． 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前連結会計年度において営業キャッシュフローのマ

イナス1,241,368千円、営業損失948,907千円、経常損失809,893千円、当期純損失821,954千円を計上した結果、前連

結会計年度末において株主資本はマイナス357,221千円、自己資本はマイナス503,408千円となっている。また、当第

２四半期連結累計期間においては、営業キャッシュフローのマイナス519,259千円、営業損失139,421千円、経常損失

165,266千円、四半期純損失34,570千円を計上しており、当第２四半期連結会計期間末において株主資本はマイナス

391,793千円、自己資本はマイナス507,906千円となっている。その結果、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる

ような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対

する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継

続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていな

い。    

２． 重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成21年９月25日の取締役会において、新株予約権の発行を決議し、平成21

年10月15日に払い込みが完了している。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年11月11日

株式会社ヤマノホールディングス

取締役会　御中

監査法人元和

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 星山　和彦　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 臼井　　聡　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中川　俊介　　印

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ヤマノ

ホールディングスの平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成22年７

月１日から平成22年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る

四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書

について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

  当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ヤマノホールディングス及び連結子会社の平成22年９月30日現

在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期

連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら

れなかった。

　

追記情報

  継続企業の前提に関する事項に記載されているとおり、会社は前連結会計年度まで３期連続してマイナスの営業キャッ

シュ・フローを計上し、当第２四半期連結累計期間においてもマイナスの営業キャッシュ・フロー299,269千円を計上して

いることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する

重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に

記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期

連結財務諸表に反映されていない。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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